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第 4 編 災害復旧・復興 

 

第 1章 復興体制 

 

■基本方針 

○ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興体制を整備する。 

○ 大規模災害により被災した地域の再建を可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、計画的

に復興を進める。 

○ 市及び県は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国や他の地方公共団体等に対し、職

員の派遣等の協力を求める。 

○ 被災地の復旧・復興に当たっては、復旧・復興のあらゆる場・組織に、障害者や高齢者、女性等の

参画を促進する。 

 

第 1節 復興本部の設置等                            

市における措置 

(1) 市復興本部の設置 

大規模災害が発生し、災害対策基本法に規定する「災害対策本部」が設置され、かつ、市の目指す

復興後の姿を明確に示し、復興に向けた施策を、全庁で一体的かつ迅速に推進する必要があると災害

対策本部長が判断した場合、復興本部を設置する。 

(2) 復興本部の組織及び運営 

本部の組織及び運営は、災害の発生後に、災害対策本部において検討する。 

(3) 本部会議の開催 

本部長は、災害復興に関する重要事項の協議を行うため、必要に応じ本部会議を招集する。本部会

議の構成は、本部長、副本部長及び本部員とする。 

 

第 2節 復興計画等の策定                            

1 県における措置 

(1) 県復興方針の策定 

県は、県復興本部を設置した時は、被害の状況、被災地域の特性等を踏まえ、県の目指す復興後の

姿を明確に示すため、県復興方針を定める。 

なお、県域内で「大規模災害からの復興に関する法律(平成 25 年法律第 55号。以下「復興法」とい

う。)」第 2条第 1号に規定する「特定大規模災害」に指定される災害が発生した場合は、国が定める

復興基本方針に則して、復興法第 9 条に基づく県復興方針を定めることとなる。 

(2) 県復興計画の策定 

県は、県復興方針の実現を計画的に進める必要があるときは、復興計画を策定する。 
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2 市における措置 

 市復興計画の策定 

   特定大規模災害によって土地利用の状況が相当程度変化した地域や多数の住民が避難等を余儀なく

され、復興法に定める要件に該当する場合は、国の復興基本方針及び県復興方針に則して、市復興計

画の策定に努め、これを着実に実施することにより、被災地域等における円滑かつ迅速な復興を目指

す。 

 

第 3節 職員の派遣要請                             

1 市における措置 

(1) 国の職員の派遣要請（復興法第 53 条） 

市長は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、指定地方行政機関の長に対して、職員の

派遣を要請することができる。 

(2) 他の普通地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の普通地方公共団体の長に対して、

職員の派遣を要請することができる。 

(3) 職員派遣のあっせん要求（復興法第 54条） 

市長は、知事に対し復興法第 53 条の規定による指定地方行政機関の職員の派遣について、あっせん

を求めることができる。 

また、市長は、知事に対し地方自治法第 252条の 17の規定による他の普通地方公共団体職員の派遣

について、あっせんを求めることができる。 

 

2 県における措置 

(1) 国の職員の派遣要請（復興法第 53 条） 

知事は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、指定行政機関又は指定地方行政機関の長

に対して、職員の派遣を要請することができる。 

(2) 他の普通地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

知事は、都道府県の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の普通地方公共団体の長に

対して、職員の派遣を要請することができる。 

(3) 職員派遣のあっせん要求（復興法第 54条） 

知事は、内閣総理大臣に対し復興法第 53条の規定による指定行政機関又は指定地方行政機関の職員

の派遣について、あっせんを求めることができる。 

また、知事は、内閣総理大臣に対し地方自治法第 252条の 17の規定による他の普通地方公共団体職

員の派遣について、あっせんを求めることができる。 
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第 2章 公共施設等災害復旧対策 

 

■ 基本方針 

○ 公共施設等の復旧にあたっては、原形復旧を基本とするが、再度の災害防止等の観点から必要な場

合は、改良復旧や関連事業を取り入れて実施するものとする。 

○ 大規模な災害が発生した場合において、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律」（以下「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受ける場合の手続き及び指定を受けた場合

の手続き等を行う。 

○ 暴力団等による、復旧・復興事業への参入・介入等を防止するため、県警察と関係機関が連携して

暴力団排除活動に努めるものとする。 

 

第 1節 公共施設災害復旧事業                          

1 各施設管理者における措置 

各施設管理者は、災害の原因を詳細に調査して適切な復旧計画を策定し、被害の程度や経済的、社会

的影響を踏まえて、緊急度の高いものから速やかに復旧事業を実施するものとする。 

 

2 災害復旧事業の種類 

 (1) 公共土木施設災害復旧事業 

  ア 河川災害復旧事業 

イ 海岸災害復旧事業 

ウ 砂防設備災害復旧事業  

エ 林地荒廃防止施設災害復旧事業 

オ 地すべり防止施設災害復旧事業 

カ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業 

キ 道路災害復旧事業 

ク 港湾災害復旧事業 

ケ 漁港災害復旧事業 

コ 下水道災害復旧事業 

サ 公園災害復旧事業 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業 

(3) 都市災害復旧事業 

(4) 水道災害復旧事業 

(5) 住宅災害復旧事業 

(6) 社会福祉施設災害復旧事業 

(7) 公立医療施設、病院等災害復旧事業 

(8) 学校教育施設災害復旧事業 

(9) 社会教育施設災害復旧事業 
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(10) その他の災害復旧事業 

 

3 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

  災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実地調査の結果等に基

づいて決定されるものであるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助

して行われる災害復旧事業並びに激甚法に基づき援助される事業は次のとおりである。 

 (1) 法律 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

イ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

ウ 公営住宅法 

エ 土地区画整理法 

オ 海岸法 

力 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

ク 予防接種法 

ケ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

コ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 

 (2) 要綱等 

  ア 公立諸学校建物その他災害復旧費に対し、公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱に基づ

き予算の範囲内で事業費の 2／3又は 4／5を国庫補助する。 

  イ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき予算の範囲内で事業費の 

2／3又は 1／2を国庫補助する。 

  ウ 水道施設の災害復旧費に対し、予算の範囲内で、災害復旧事業費の 1／2 を国庫補助する。 

 

第 2節 激甚災害の指定                             

1 市における措置 

 (1) 激甚災害の指定に係る県調査等への協力 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 

 (2) 指定後の関係調書等の提出 

市は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係局に提出しなければ

ならない。 

 

2 県における措置 

 (1) 激甚災害の指定に係る調査 

   県は、市の被害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要があると思われ

る事業について、関係局で必要な調査を実施するものとする。 

   関係局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚法に定める必要な事項を速

やかに調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるよう努めるものとする。 
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 (2) 国機関との連絡調整 

県は、激甚災害の指定を受ける必要があると認めたときは、国の機関と密接な連絡の上、指定の促

進を図るものとする。 

 (3) 指定後の手続き 

激甚災害の指定を受けたときは、激甚法及び算定の基礎となる法令に基づき、関係局は負担金等を

受けるための手続きその他を実施するものとする。 

 

3 激甚災害に係る財政援助措置 

 (1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公立学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 

キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 

ケ 障害者支援施設等災害復旧事業 

コ 婦人保護施設災害復旧事業 

サ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

シ 感染症予防事業 

ス 堆積土砂排除事業 

セ 湛水排除事業 

 (2) 農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

オ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

カ 共同利用小型漁船の建造費の補助 

キ 森林災害復旧事業に対する補助 

 (3) 中小企業に関する特別の助成 

  ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 (4) その他の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

(公共的施設区域内) 

(公共的施設区域外) 
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ウ 市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例 

エ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

オ 水防資材費の補助の特例 

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

キ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

  ク 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

4 重要物流道路（代替・補完路を含む。）の指定に伴う災害復旧事業の代行 

重要物流道路（代替・補完路を含む。）に指定された道路で、災害復旧に関する工事に高度の技術を

要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものについては、都道

府県又は市町村からの要請により国が代行して実施することができる。 

 

第 3節 暴力団等への対策                            

1 県警察における措置 

 (1) 暴力団等の動向把握 

災害発生時には、暴力団等が復旧・復興事業に介入するなどの資金獲得活動を展開することが予想

されるため、暴力団等の動向把握を徹底する。 

 (2) 暴力団等の取締り、復旧・復興事業からの暴力団排除 

暴力団等による不法行為の取締りを徹底するとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団

体等との連携を強化し、暴力団等による復旧・復興事業への参入・介入を防止するための取組を推進

するなど、暴力団排除活動を徹底する。 

(3) 暴力団排除に関する広報活動等 

暴力団等による復旧・復興事業への参入・介入状況等に関する広報を積極的に行うとともに、暴力

団員の不当要求行為等に関する情報提供、相談に対して的確な対応を行う。 

 

2 市及び県における措置 

 (1) 復旧・復興事業からの暴力団排除 

復旧・復興事業については、暴力団等の参入・介入を防止するために、暴力団排除条項を積極的に

活用するなど暴力団排除活動を徹底する。 

 (2) 公の施設からの暴力団排除 

被災者支援施策として市及び県が行う公営住宅、公営施設の提供から暴力団員を排除するために、

契約書に暴力団排除条項を整備するなど必要な措置を講ずる。 

 

3 愛知労働局における措置 

被災労働者に対する労災補償や雇用保険求職者給付における基本手当の支給等について、暴力団等に

よる不正受給を防止するために県警察と連携して身分確認等を徹底する。 

 

4 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置 

震災時の混乱に乗じた暴力団等による事業再建名下の融資金詐欺等を防止するため、金融機関等に対

して注意喚起の措置を行うとともに、県警察への積極的な情報提供を要請する。 
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第 3章 廃棄物処理対策 

 

■ 基本方針 

○ 市及び県は、被災状況に即した災害廃棄物の処理を迅速に実施する。 

○ 市は災害で発生したし尿を含む廃棄物の処理等については、速やかな防疫と復旧・復興の観点

から、衛生的かつ迅速に進める。 

○ 市は多量に発生する災害廃棄物に対応するため、仮置場の適正配置や有効な処理施設の設置に

よる計画的な処理を進める。また、他自治体や民間事業者と相互協力体制の構築を図るとともに

広域的な処理についても検討していく。 

○ 市は災害廃棄物の解体・運搬・保管・処理の各工程の作業は、安全性を十分に確保しつつ、周

辺の生活環境への影響に配慮して進める。 

○ 市は建物解体時から廃棄物の分別を行い、リサイクルを推進する。 

 

第 1節 災害廃棄物処理対策                           

1 市における措置                            〔資料編：Ⅴ-7、Ⅸ-4〕 

 (1) 災害廃棄物処理実行計画の策定 

市は、被災状況を調査し、発生した災害廃棄物の種類、性状等を勘案し、その発生量を推計した上

で、災害廃棄物処理実行計画を策定する。 

 (2) 災害廃棄物の迅速かつ適正な処理 

ア 市は、災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に実施するため、収集運搬機材、十分な大きさの仮置場、

中間処理施設及び最終処分場を確保するとともに、県及び周辺市町村と密接な連絡の下に処理体制

を確立し、災害廃棄物の計画的な収集・運搬・処分を行う。 

イ 災害廃棄物処理に当たっては、作業現場においてできる限り分別を実施し、仮置場及びリサイク

ル施設への分別搬入を行い、仮置場等でも選別を行うことにより、可能な限り再生利用と減量化を

図りつつ、適正な処理を行い、フロン使用機器の廃棄処理にあたっては、適切なフロン回収を行う。 

ウ 環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる。 

エ ボランティア、NPO 等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、

NPO 等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬

出を行う。 

 (3) し尿・ごみの収集・運搬、処分 

し尿・ごみの収集・運搬は、被災地の状況を考慮し、避難所や緊急を要する地域から実施する。収

集・運搬したし尿は、バイオマス利活用センターに投入し処分する。また、収集・運搬したごみは、

焼却処分を原則とするが、不燃性又は焼却できないものについては、破砕処理や埋立処分等を行う。

なお、これらの収集・運搬、処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に定める基

準に従って行う。 

  ア ごみの収集、処理                            

   (ｱ) 収集 
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ごみの収集は、被災地の状況、ごみ量を把握し、適正処理及び減量化を図るとともに、緊急を要

する地域から実施するものとする。 

円滑な収集業務を行うため、資機材及び搬入場所を確保するとともに、民間処理業者との連携、

近隣市町村や関係団体と連絡調整等により適正な処理体制の確立を図る。 

     なお、激甚災害時に備え、災害廃棄物の仮置場用地のリストを作成しておくものとする。 

また、事業所から排出される廃棄物については、県と緊密な連絡を取りながら適切な指導を事業

者に対して行うものとする。 

   (ｲ) 処分 

ごみの処分は、焼却施設、再利用施設及び最終処分場での処理のほか、必要に応じ環境衛生上支

障のない方法で行うものとする。 

また、県及び処理業者の団体等と緊密な連絡調整を図るとともに、被災の状況に応じて近隣市

町村や関係団体の相互支援・協力を行うなど円滑な処理を推進するものとする。 

  イ し尿の収集、処理                            

   (ｱ) 収集 

し尿の収集は、被災地の状況を把握し、許可業者と連携しながら避難所等緊急を要する地域から

実施するものとする。 

また、被災の状況に応じ、県及び近隣市町村や関係団体と連絡調整を図り、円滑な収集を推進す

るものとする。 

   (ｲ) 処分 

し尿は、バイオマス利活用センターにおいて処理するものとする。なお、受入れ施設の被災状況に

応じ、上下水道局、県及び近隣市町村や関係団体と連絡調整を図り円滑な処理を推進するものとする。 

 (4) 周辺市町村及び県への応援要請 

市及び県は、災害が発生した場合に備えて、平成 26年 1月 1 日付けで「災害時の一般廃棄物処理及

び下水処理に係る相互応援に関する協定」を締結している。 

市等は、自らによる処理が困難で応援等が必要な場合は、周辺市町村及び県に応援要請を行う。 

 

災害時の支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被災していない市町村 

全国自治体、中部 9県 1市協議会、環境省 

愛知県 

支援要請 

支
援
要
請 

被災市町村 

愛知県衛生事業協同組合 

(一社)愛知県産業資源循環協会 

(一社)愛知県解体工事業連合会 

(一社)愛知県建設業協会 

(一社)愛知県土木研究会 

(一社)日本建設業連合会中部支店 

愛知県フロン類排出抑制推進協議会 

支援要請 

支援要請 

支援 

支援要請 

支
援 

支
援 

支
援
要
請 

他県・他県市町村 

支援要請 

支援要請 
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 (5) 廃棄物処理関係団体への協力要請 

市は、地震等による大規模災害が発生した場合に備えて、平成 23 年 1 月 13 日付けで一般社団法人

愛知県産業資源循環協会・東三河廃棄物処理事業協同組合と「災害時における廃棄物の処理等に関す

る協定」を締結するとともに、豊橋市清掃事業協同組合と「災害時におけるし尿等の処理に関する協

定」を締結している。また、令和元年 12 月 20 日付けで株式会社ミダックと「災害時における災害廃

棄物の仮置場用地の確保等に関する協定」を締結している。 

市は、早急な都市機能回復のため、これら団体等に対して廃棄物の収集・運搬・分別等の協力要請

を行う。 

 

2 県における措置 

 (1) 連絡調整及び支援・協力の実施 

県は、市から次の事項等について要請があった場合は、事業者団体との協定に基づき応援を要請す

るとともに、災害応援が円滑かつ迅速に実施されるよう、必要な情報を収集・整理し、県内市町村、

廃棄物処理業者の団体等の連絡調整を行う。 

ア し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬 

イ 災害廃棄物の撤去 

ウ 災害廃棄物の収集及び運搬 

エ 災害廃棄物の処分 

オ 被災地域で廃棄される冷凍空調機器等からのフロン類の回収 

また、必要に応じて、廃棄物の広域的な処理体制を確保するため、国、他県、市町村、廃棄物処理

業者の団体等と緊密な連絡調整を行い、被災状況に応じた支援・協力を行う。 

(2) 事業者に対する指導 

県は、産業廃棄物の処理については、事業者に対し適切な措置を講ずるよう指導する。 

また、アスベスト含有廃棄物の処理については、飛散防止措置を講ずるよう指導する。 

 

第 2節 がれき・災害廃棄物対策                         

1 がれき等の処理 

  市は、被災状況を調査し、災害廃棄物の発生量を推定するとともに、迅速に処理を進める。 

また、被災の状況に応じ、県及び近隣市町村や関係団体と連絡調整を図り、円滑な処理を推進するも

のとする。 

 

2 分別・リサイクルの推進 

  解体現場においてはできるだけ分別を実施し、仮置場及びリサイクル施設への分別搬入を行い、分別・

リサイクルに努めるものとする。 
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第 4章 震災復興都市計画の決定手続き 

 

■ 基本方針 

○ 市及び県は、地震の発生により都市基盤が脆弱な市街地が大規模に被災した場合などに、緊急かつ

円滑に市街地を復興するため、建築基準法、被災市街地復興特別措置法、都市計画法に基づく建築制

限を行いながら、地域住民との合意形成を図り、計画的な市街地の整備事業を進める。（手続きの詳細

は、「愛知県震災復興都市計画の手引き」を参照する。） 

 

第 1節 第一次建築制限                             

1 市における措置 

 (1) 市街地の被災状況を把握する。 

 (2) 被災状況を踏まえ、建築基準法第 84条の区域の案を作成し、発災後 10日以内に、県（建築指導課）

に申出を行う。 

   特定行政庁である本市は、第一次建築制限の実施にあたり、県と連絡・調整等を図った上で、区域

の指定を行う。 

 (3) 市は、発災後 14日以内に、第一次建築制限の設定方針を踏まえ、都市復興の理念や目標等、都市の

復興に当たっての大まかな方向性を示した基本方針を策定する。 

 

2 県における措置 

 (1) 市街地の被災状況を把握する。 

 (2) 県は、都市計画関係各課で構成する「県復興都市計画連絡会」を組織し、関係市町村から申出のあ

った案について調整を行い、関係法令等に適合するものについては、発災後 14日を目処に建築基準法

第 84 条に基づく建築制限区域として指定し、市に通知する。 

(3) 県は、発災後 14日以内に、第一次建築制限の設定方針を踏まえ、都市復興の理念や目標等、都市の

復興に当たっての大まかな方向性を示した基本方針を策定する。 

 

3 指定基準 

   次の各号に該当する市街地について必要と認めるときは、特定行政庁である本市は、建築基準法第 84

条の区域（災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、

又は禁止することができる。更に一月を超えない範囲内において、期間を延長することができる。）を定

める。 

(1) 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築建物が滅失したこと。 

 (2) 公共の用に供する施設の整備状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成される恐れ

があること。 

 (3) 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若

しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業

を実施する必要があること。 
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第 2節 第二次建築制限                             

1 都市復興基本計画（骨子案）の策定と公表 

市及び県は、基本方針を踏まえた上で発災後 2 ヶ月以内に、都市復興の骨格部分の考え方を示した基

本計画（骨子案）を策定する。県都市復興基本計画（骨子案）は、市都市復興基本計画（骨子案）に先

立ち、策定と公表をする。 

基本計画（骨子案）は、発災後 2 ヶ月で地域住民と行政の都市復興に関する合意形成を推進させ、後

の都市計画事業決定の手続き等を円滑にし、被災地の迅速な復興を推進するために策定する。 

 

2 被災市街地復興推進地域の都市計画決定 

建築基準法第 84 条の区域指定の後、市は被災市街地復興特別措置法（平成 7年法律第 14 号）第 5条

第 1項の規定による被災市街地復興推進地域を都市計画に定める。 

復興推進地域が決定されると、無秩序な建築等による防災上及び環境上、不良な市街地の再生を防止

するため、一定期間（災害の発生した日から最長 2年以内の日まで）、建築行為等の制限が行われる。 

 

第 3節 復興都市計画事業の都市計画決定                     

1 都市復興基本計画の策定と公表 

市及び県は、復興都市計画事業等の都市計画決定に先立ち、都市復興基本計画（都市復興マスタープ

ラン）を策定・公表する。 

市は都市復興基本計画（骨子案）の内容を基本として、各地区の復興都市計画事業等の検討状況、見

通しスケジュール等を反映して都市復興基本計画を策定する。 

策定に当たっては、復興に関する市基本方針、都市計画マスタープラン、総合計画等を踏まえるもの

とする。 

 

2 復興都市計画事業の都市計画決定 

 市は、被災市街地復興推進地域を都市計画決定した後、復興都市計画事業の都市計画決定や市街地開

発事業の施行等必要な措置を講ずる責務が課されている。その計画策定にあたっては、被災者の生活再

建に十分配慮し、できるだけ速やか（被災後 6ヶ月を目途）に行うこととする。 
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第 5章 被災者等の生活再建等の支援 

 

■ 基本方針 

○ 被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組み

の構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケ

ア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。 

○ 被災者の住まいの確保については、自力での住宅再建（取得）を基本とし、再建（取得）を支援す

るとともに、住宅供給公社や民間等による住宅の供給を促進する。また、必要に応じて災害公営住宅

を整備する。 

 

第 1節 罹災証明書の交付等                           

1 市における措置 

(1) 罹災証明書の交付 

市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、罹

災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交

付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、

応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時の情報

共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定

結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるものとする。 

(2) 被災者台帳の作成 

市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項

等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

 

2 県（防災安全局）における措置 

(1) 市の支援等 

ア 市町村の支援 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について、被害の規模と比較し

て被災市の体制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、当該市に対し必要な支援を行う。 

なお、市町村から要請があった場合等必要に応じて、協定締結団体に対し、住家等の被害の程度

の調査への応援協力を要請し、被災市町村の調査体制の強化を図る。 

イ 説明会の実施、調査・判定方法の調整等 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を実施

するとともに、その実施に当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行う

など、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫をするよう努める。 

また、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にばらつきが生じることのないよ
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う、定期的に、各市町村における課題の共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供等を行う

こと等により、被災市町村間の調整を図る。 

(2) 市への情報の提供 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市からの要請に応

じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

3 独立行政法人都市再生機構における措置 

  国又は地方公共団体からの要請に基づき、その業務の遂行に支障のない範囲で専門的知識を有する職

員を被災地に派遣するものとする。 

 

第 2節 被災者への経済的支援等                         

1 市における措置 

(1) 被災者生活再建支援金の支給申請書の受付 

市は、被災者生活再建支援金の支給申請書を受け付け、確認し、県へ送付する。 

(2) 災害弔慰金等の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく次の措置を行う。 

  ア 災害弔慰金の支給 

地震災害により死亡した者の遺族に対し、弔意のため死亡者が生計維持者の場合は 500万円以内、

その他は 250万円以内の災害弔慰金を支給する。 

  イ 災害障害見舞金の支給 

精神又は身体に著しい障害を受けた者が生計維持者の場合は 250 万円以内、その他は 125 万円以

内の災害障害見舞金を支給する。 

  ウ 災害援護資金の貸付 

被災世帯の世帯主に対して生活の立て直しに資するために一世帯当たり 350 万円以内で被害の程

度、種類に応じて災害援護資金の貸付けを行う。 

(3) 市税等の減免等 

市は、被災により経済面において従前の生活を回復できず、納税などの義務を一時に果たすことが

できない被災者に対し、必要に応じ、税・保険料についての期限の延長、徴収猶予及び減免、並びに

国民健康保険制度等における医療費一部負担金の減免等を行う。 

(4) 義援金品の募集及び受付 

  ア 募集 

日本赤十字社愛知県支部、報道機関、各種団体等は、災害の状況により募集期間を定めて、市の

赤十字奉仕団、新聞、ラジオ、テレビ又は街頭募金等により募集することがある。なお、義援物資

については、受入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを把握し、その内容のリスト及び

送り先を公表するものとする。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するよう努め

るものとする。 

  イ 受付 

    市は、義援金品の受付窓口を開設して、寄託される義援金品の受付を次により行う。 
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また、義援品を提供する場合は、被災地のニーズに応じた物資とするとともに、品名を明示する

等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法とするよう努める

ものとする。 

   (ｱ) 義援金の受付 

     証明・義援金班は、寄託者に領収書を交付するとともに、会計管理者名義の預金口座に預入れる。 

   (ｲ) 義援物資の受付 

     物資食料班は、寄託者に受領書を交付し、保管する。 

(5) 義援金品等の配分 

被害状況等を勘案して配分委員会を設置し、配分等の適正を図ることもあるが原則的には、次の方

法による。 

  ア 義援金の配分 

証明・義援金班は、被害状況に応じた配分計画をたて、被災者への配分事務を行う。 

  イ 義援物資の配分 

   物資食料班は、被害状況等に応じた配分計画をたて、被災者への配分を行う。 

 

2 県における措置 

(1) 被災者生活再建支援金の支給 

ア 県は、被災者生活再建支援法に基づき、同法の適用となる自然災害によりその生活基盤に著しい

被害を受けた世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やか

な復興に資するため、住宅の被害程度、再建方法に応じて定額の支援金を支給する。 

なお、被災世帯への支援金の支給に関する事務は、被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道

府県センター）に委託している。 

  イ 県は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法に

よる支援の対象とならない世帯の生活再建に資するため、市が当該世帯に被災者生活再建支援金を

支給する事業に要する経費に対し、県費補助金を交付する。 

(2) 県税の減免等 

県は、被災により経済面において従前の生活を回復できず、納税などの義務を一時に果たすことが

できない被災者に対し、必要に応じ、税についての期限の延長、徴収猶予及び減免等を行う。 

(3) 被災者の権利・利益の保全 

特定非常災害の被災者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律に基づき、特定非常災

害に指定された災害時には、政令で定める各種免許証の有効期限の延長等の措置が講じられる。 

このような場合、県は、手数料等の減免等について、県独自の特例措置を検討するとともに、国の

特例措置や県独自の特例措置について広報する。 

(4) 義援金の受付、配分 

各方面から被災者に対して寄託される義援金を受け付け、県、日本赤十字社愛知県支部等義援金収集

団体等で構成する義援金配分委員会を組織し、被害状況に応じた配分計画をたて、市町村に寄託して配

分する。 
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(5) 災害見舞金の支給 

地震災害により死亡(行方不明を含む)又は重症を負った場合並びに家屋が全半壊又は床上浸水した

場合に、被害程度に応じて見舞金を贈る。 

 

3 日本赤十字社愛知県支部における措置 

  義援金の受付を行うと共に地方公共団体やその他関係団体で組織する義援金配分委員会に参加し、迅

速・公正な配分に努める。なお、原則として義援物資の受付は行わず、企業から同一規格のものが相当

量調達できる場合にのみ、これを受け入れる。 

 

4 県社会福祉協議会における措置 

  「生活福祉資金貸付制度要綱」により災害を受けた低所得世帯に対し、その経済自立と生活意欲の助

長促進を図り、安定した生活を営ませるため一世帯当たり 150 万円を貸付上限額の目安として福祉資金

の貸付けを行う。 

  なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の貸付けの対象となる世帯について

は、同法に基づく貸付を利用することを原則とし、本制度は、特に当該世帯の自立更生を促進するため

必要があると認められる場合に利用する。 

 

5 被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道府県センター）における措置 

  「被災者生活再建支援法」に基づき、同法の適用となる自然災害によりその生活基盤に著しい被害を

受けた世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資

するため、住宅の被害程度、再建方法に応じて定額の支援金を支給する。 

  支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全部を委託された被災者生活再建支援法人が都道

府県により拠出された基金を活用して行う。 

  なお、支給する支援金の 1／2は国の補助となっている。 

 

6 報道機関、各種団体等における措置 

災害の状況により一定期間を定めて義援金品の受付を行い、寄託された金品を被災者に配分し、又は

必要により県、市町村に寄託する。 

 

7 勤労者災害復旧のための貸付金（災害復旧支援ローン） 

  被災労働者に対し、労働金庫を通じて災害復旧費用及び災害による医療費を貸し付ける。 

市は、災害復旧費用貸付金にかかる利息の 1％を借入金額 500 万円以内、借入期間 5 年以内で補助す

る。（勤労者生活資金貸付金利子軽減補助金） 

 

第 3節 金融対策                                

1 東海財務局、日本銀行名古屋支店における措置 

民間金融機関等に対して、災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続の

簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講じるよう要請
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する。 

 (1) 通貨の円滑な供給の確保 

   金融機関の現金保有状況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保について必要な援助を行うなど、

通貨の円滑な供給の確保について万全の措置を講じる。 

 (2) 金融機関等に対する要請 

機を逸せず必要と認められる範囲内で、民間金融機関等に対し、次に掲げる措置を適切に講じるよ

う要請するものとする。 

  ア 預金取扱金融機関への措置 

   (ｱ) 災害関係の融資に関する措置 

     災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、

貸出金の返済猶予等被災者の便宜を考慮した適時的確な措置。 

  (ｲ) 預貯金の払戻及び中途解約に関する措置 

ａ 預貯金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、罹災証明書の呈示あるいは

その他実情に即する簡易な確認方法をもって被災者の預貯金払戻の利便を図ること。 

ｂ 事情やむを得ないと認められる被災者に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預

貯金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置。 

  (ｳ) 手形交換、休日営業等に関する措置 

     災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外営業についても適宜

配慮すること。また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分

配慮した上で現金自動預払機等において預貯金の払戻しを行う等、被災者の便宜を考慮した措置。 

  (ｴ) 営業停止等における対応に関する措置 

    窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等並びに継続して現金自動預払機等を稼働させる

営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web

サイトに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

イ 保険会社及び少額短期保険業者への措置 

  (ｱ) 保険金等の支払いに係る便宜措置 

    保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限り便宜措置を講ずる。 

  (ｲ) 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置 

    生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、生命保険料

又は損害保険料の払込については、契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措

置を講ずる。 

  (ｳ) 営業停止等における対応に関する措置 

保険会社及び少額短期保険業者において、窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行

う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web

サイトに掲載し、取引者に周知徹底する。 

 ウ 証券会社等への措置 

  (ｱ) 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置。 

  (ｲ) 有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力。 
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  (ｳ) 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限

りの便宜措置。 

  (ｴ) 窓口業務停止等の措置を講じた場合、業務停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等

の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web サイトに掲載し、取引者に周知徹底するこ

と。 

  (ｵ) その他、顧客への対応について十分配慮すること。 

 エ 電子債権記録機関への措置 

  (ｱ) 取引停止処分、休日営業等に関する措置 

    災害時における電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置、電子債権記録機関の

休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること。 

  (ｲ) 営業停止等における対応に関する措置 

    営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手

段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や Web サイトに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

 (3) 損傷銀行券等の引換 

   損傷銀行券等引換のために必要な措置を講ずる。 

 (4) 相談窓口の設置 

国債を滅紛失した顧客に対する相談を受け付ける。また、広く被災者等からの金融相談を受け付ける。 

 (5) 国庫事務の運営 

国庫事務を円滑に運営するために必要な措置を講ずる。 

 

2 県における措置 

共済事業を行う中小企業等協同組合並びに農業協同組合系及び漁業協同組合系の金融機関について、

県は、関係機関と密接な連携をとりつつ、民間金融機関等と同様の措置を講じるよう要請する。 

 

3 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置 

災害時の混乱に乗じた暴力団等による事業再建名下の融資金詐欺等を防止するため、金融機関等に対

して注意喚起の措置を行うとともに、県警察への積極的な情報提供を要請する。 

 

第 4節 住宅等対策                               

1 市における措置 

 (1) 災害公営住宅の建設 

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、市は、公営住宅法に基づき

災害公営住宅を建設するものとする。 

 (2) 相談窓口の設置 

   相談窓口を設置し、被災した住宅の補修・復旧方法（技術面）、住宅再建に係る支援制度、住宅再建

用地の確保、被災した住宅の解体撤去方法、災害公営住宅への入居等についての相談に対応する。 
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2 県における措置 

 (1) 災害公営住宅の建設 

被害が甚大で市町村において災害公営住宅の建設が困難な場合は、県が市に代わり災害公営住宅を

建設するものとする。 

なお、災害公営住宅等の提供から暴力団員を排除するために、契約書に暴力団排除条項を整備する

など必要な措置を講ずる。 

 (2) 相談業務の支援 

市が実施する住宅の再建・補修等に係る相談業務を支援するため、住宅の再建、修理、購入に係る

融資等支援情報、既存不適格建築物に係る建築協定の活用等について市へ情報提供を行うものとする。 

また、相談業務に関する協定に基づき、関係団体に対し、相談員の派遣を要請するとともに、必要

に応じて県職員の応援派遣を行うものとする。 

 

3 独立行政法人住宅金融支援機構における措置 

(1) 住宅復興資金 

住宅に被害を受けた者に対し、独立行政法人住宅金融支援機構法の規定により、災害復興住宅資金

の融資を適用し、建設資金又は補修資金の貸付けを行う。 

(2) 住宅相談窓口の設置 

県と協議のうえ必要と判断される場合は、被災者の住宅再建や住宅ローン返済に関する相談に応じ

るため、住宅相談窓口を設置し、住宅の早期復興を支援する。 

(3) 既存貸付者に対する救済措置 

独立行政法人住宅金融支援機構融資に係る債務者について、貸付金の返済猶予等、被災者の便宜を

考慮した措置を必要に応じて講ずる。 

 

第 5節 労働者対策                               

1 愛知労働局における措置 

 (1) 相談窓口の設置 

   通院していた病院が災害等に遭い、治療が受けられなくなった労災被災労働者、賃金が支払われな

い、又は解雇された労働者、事業活動の停止により賃金及び労働保険料が支払えない事業主などから

の様々な相談に対し、必要に応じ「総合相談窓口」を開設する等により、迅速かつきめ細かな援助を

行う。 

(2) 事業主への監督指導等 

  ア 危険物・有害物の漏えい等のおそれのある事業を行う事業主に対して、労働者の退避その他の応

急措置、工場設備の運転の再開時における安全措置について監督指導等を実施し、被害の拡大を防

止するように努める。 

  イ 応急・復旧工事等を行う事業主に対して、労働者の作業に伴う墜落や飛来落下物等による災害防

止措置、粉じん等の有害環境による健康障害防止等の措置について監督指導等を実施し、安全衛生

の確保に努める。 
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 (3) 労災病院等への要請 

被災者の医療対策について必要があると認められるときは、管轄区域内にある労災病院、労災保険

の指定病院等に対し、医師その他の職員の派遣、医薬品の提供等必要な措置を講ずるように要請する。 

 (4) 労災補償の給付 

被災労働者に対する労災補償の給付事務を迅速に行う。 

 (5) 職業のあっせん 

  ア 災害による事業の閉鎖、事業活動の縮小等により、失業した人に対して職業相談を行うとともに、

県下の企業を始め他県の企業に働きかけ、希望と能力に適合した就職先の確保に努める。 

  イ 被災者に対し、迅速かつ的確な職業相談・職業紹介等を行うため、必要に応じ相談窓口を設置する。 

 (6) 雇用保険求職者給付における基本手当の支給 

   激甚災害に指定された地域の企業（雇用保険適用事業所）に就労する者で、災害を受け企業が休業

するに至ったことにより、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、か

つ、賃金を受けることができない状況にある場合、失業しているものとみなして激甚災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法律第 25条に基づき、雇用保険求職者給付における基本手当（賃金

日額の約 4.5割～8 割に相当する額）の支給を行う。 

(7) 暴力団等における不正受給の防止 

被災労働者に対する労災補償や雇用保険求職者給付における基本手当の支給等について、暴力団等

による不正受給を防止するために県警察と連携して身分確認等を徹底する。 

 

2 県における措置 

(1) 相談窓口の設置 

事業所の被災状況を把握するとともに、被災離職者からの相談に対して迅速に対応できる窓口を設

置する。相談に当たっては、愛知労働局等が設置する相談窓口等との連携を図る。 

(2) 就業促進 

雇用を維持する事業主への支援策や、臨時的な雇用創出策等を検討し、必要に応じて実施する。 

また、被災離職者に対する適切な職業訓練を実施して再就職に対する取組を支援する。 
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第 6章 商工業・農林水産業の再建支援 

 

■ 基本方針 

○ 被災した中小企業、農林水産業者に対し、事業資金の融資等による支援を行うとともに、関係団体

等の支援情報をとりまとめて提供することにより、早期の事業再開を支援する。 

 

第 1節 商工業の再建支援                            

1 市における措置 

(1) 支援情報の提供及び相談窓口の設置 

市は、被災中小企業等に対する援助、助成措置等支援制度に関する情報について、広く被災者に広

報するとともに、必要に応じて、相談窓口を設置する。 

(2) 金融支援等 

市は、被災した中小企業に対する資金対策として、小口事業資金（災害復旧支援資金）等により、

事業資金の融資を行う。 

 

2 県における措置 

(1) 支援情報の提供及び相談窓口の設置 

県は、県及び株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社商工組合

中央金庫等が実施する融資制度など被災中小企業等に対する援助、助成措置等支援制度に関する情報

をとりまとめ、市町村、商工団体、金融機関に速やかに提供するとともに、広く被災者に広報する。 

また、商工団体等が設置する相談窓口を補完するため、必要に応じて、総合的な相談窓口を設置する。 

(2) 金融支援等 

県は、被災した中小企業に対する資金対策として、小規模企業等振興資金（災害復旧資金）、中小企

業組織強化資金（災害復旧資金）等により、事業資金の融資を行う。また、独立行政法人中小企業基

盤整備機構の災害復旧高度化事業の貸付に係る窓口業務を行う。 

(3) 仮設工場・店舗等の確保策の検討 

県は、被災した事業所が、修理・建替え等を行う間に一時的に使用する仮設工場・店舗等の貸与又

は建設に対する支援措置を検討する。 

(4) 観光振興 

県は、必要に応じて、被災した観光資源の復旧支援策を検討するとともに、観光客誘致のためのイ

ベント等を実施する。 

 

第 2節 農林水産業の再建支援                          

1 市における措置 

(1) 支援情報の提供及び相談窓口の設置 

市は、天災融資制度や日本政策金融公庫の融資制度（農林漁業セーフティネット資金等）等の支援

制度について、被災した農林水産業従事者に提供するとともに、必要に応じて、農林水産業に関する
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相談窓口を設置する。 

(2) 金融支援等 

市は、災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し、復旧を促進し、

農林漁業の生産力の維持増進と経営の安定を図るため、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の

融通に関する暫定措置法」に基づく利子補給等を実施する。 

(3) 施設復旧 

第 2章 公共施設等災害復旧対策 参照 

 

2 県における措置 

(1) 支援情報の提供及び相談窓口の設置 

県は、天災融資制度や日本政策金融公庫の融資制度（農林漁業セーフティネット資金等）等の支援

制度について、被災した農林水産業従事者に提供するとともに、必要に応じて、農林水産業に関する

相談窓口を設置する。 

(2) 金融支援等 

県は、災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し、復旧を促進し、

農林漁業の生産力の維持増進と経営の安定を図るため、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の

融通に関する暫定措置法」に基づく利子補給等を実施する。 

(3) 施設復旧 

第 2章 公共施設等災害復旧対策 参照 
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